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■ はじめに 

本市では、東日本大震災で甚大な被害を受けたまちの復興を目指し、新しいまちづくり

を進めるための取り組みを行っています。 

今泉地区においては、高台５、６、７の土砂の掘削が終盤を迎え、高台２、３、４にお

いても順次立木の伐採、土砂の掘削を進めております。また、ベルトコンベアの撤去も概

ね終わり、かさ上げ部の盛土工事についても愛宕下地区より順次進めているところです。 

今回は、平成２７年１０月に実施した換地意向の最終確認（本申出）をもとに、仮

換地供覧に向けた換地設計（各換地の配置案の作成）を行うとともに、区画道路や公

園・緑地計画の見直し及び工事実績を踏まえた資金計画の精査を行い、土地区画整理

事業の事業計画変更案を取りまとめました。 

本日は、この事業計画変更案をはじめ、２つの項目についてご説明いたします。 

１ 事業計画変更案について 

２ 今後の土地区画整理事業の流れについて 

 

本日の説明会に続き、縦覧等の手続きを経て、平成２８年６月までに事業認可を得

て、事業進捗を図って参りたいと考えています。 

 

■ これまでの経緯 
  

＜土地区画整理事業＞ 

平成２４年 ２月  土地区画整理事業（先行地区）の都市計画決定 

９月  先行地区の事業認可 

平成２５年 ２月  土地区画整理事業（全体地区）の都市計画変更 

１１月  土地区画整理事業（全体地区）の都市計画変更 

平成２６年  ２月  全体地区の事業認可 

７月 ～ ９月  換地意向確認（仮申出）の実施 

平成２７年１０月  換地意向の最終確認（本申出）の実施 

１２月  事業計画変更（第２回）認可 
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■ 今泉地区土地区画整理事業について                    

１ 事業計画変更案について 

（１）設計の概要 

○  土地利用計画の見直し 

平成２７年１０月に実施した換地意向の最終確認（本申出）の結果を踏まえるとと

もに、高台宅地整備の工期短縮を図るため、以下のように見直します。 

 

①  区画道路及び公園・緑地計画の変更 

換地意向の最終確認（本申出）の結果を踏まえて、各換地の配置案を検討する

過程で、地区全体の区画道路及び公園・緑地を変更します。 

 

②  破砕機の躯体を残すことによる高台の計画変更 

高台造成で使用した破砕機の躯体を撤去せずに擁壁として活用することにより、

高台宅地整備の工期短縮を図ります。 

 

○  土地利用計画案（地区面積１１２．４haは変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  平均減歩率（変更なし） 

 

 

 

・減歩率は、事業による土地の利用価値の増加の度合いに応じて算定されます。 

・減歩率は平均値一律ではなく、個々の換地位置によって異なりますので、 

個別の減歩率は、仮換地案の供覧時（５月）にお示しします。 

 

 

変更案 現計画  
 

 

合算減歩率 ５７．１４％ 

 

公共減歩率 ５５．８７％ 

保留地減歩率 １．２７％ 
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高台２ 

高台３ 

高台５ 

高台６ 

高台７ 

高台４ 

 

  
 

平成２７年１２月 認可時点 

地区面積：約１１２．４ｈａ 

【現計画】 
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＜主な見直し箇所＞ 

①換地設計を踏まえた区画道路及び

公園・緑地計画の変更 

②破砕機の躯体を残すことなどによ

る高台の計画変更 

【変更案】 

平成２８年３月時点 

地区面積：約１１２．４ｈａ 

高台４ 

高台６ 

② 

① 

 

高台２ 

高台３ 

高台５ 

高台７ 
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 現計画 変更案 主な増減理由 

復興交付金等 

（国の補助金） 
460.9 514.9 ・公共施設整備費等の工事費の増 

保留地処分金 2.0 2.0 ― 

市 費 0.1 0.1 ― 

公共施設管理者負担金 103.3 128.0 ・施工実績による増 

計 566.3 645.0 － 

 

（２）資金計画 

（支出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（収入）                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現計画 変更案 主な増減理由 

公共施設整備費 

（道路・公園等の整備費） 
493.4 579.1 ・岩質変更※ に伴う造成費の増 

補償費 

（立木等の補償費） 
12.9 12.7 ・建物移転費の減 

宅地整地費 

（宅地の整地工事費） 
40.6 36.1 ・地盤改良費の減 

その他工事費 

（事業のための調査費） 
19.4 17.1 

・埋蔵文化財調査費の実績反映によ

る減 

計 566.3 645.0 － 

※ 高台において、当初の予定より岩質が硬く、造成費が増加しました。 

（単位：億円） 

 （単位：億円） 
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（３）縦覧、意見書の提出 

 

「１ 事業計画変更案について（Ｐ２～Ｐ５）」で説明した内容について、次

のとおり縦覧を行います。この案について意見のある市民及び利害関係者は、岩

手県知事に対して、意見書を提出することができます。 

 

〔縦 覧〕 

事業計画変更案について、次のとおり縦覧します。 

 

期  間：平成２８年３月２２日（火）～４月４日（月）※土日も縦覧できます。 

時  間：午前８時３０分～午後５時１５分 

場  所：陸前高田市役所３号棟１階 第２会議室  

 

〔意見書の提出〕 

提出期間：平成２８年３月２２日（火）～４月１８日（月） 

提出方法：岩手県県土整備部都市計画課へ持参又は郵送（４月１８日（月）消

印有効）で提出して下さい。 

様式は任意ですが「意見書」と表記し、住所、氏名を記入して下さ

い。提出された意見については、意見の要旨を岩手県都市計画審議

会に提出します。個別には回答致しませんので、ご了承願います。 

提 出 先：岩手県 県土整備部都市計画課 

        住所 〒０２０-８５７０ 岩手県盛岡市内丸１０－１ 

        電話 ０１９-６２９-５８９２ 
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２ 今後の土地区画整理事業の流れについて 

 

今後の換地の手続きは、以下の流れのとおり予定しています。 

 

 

※１ 仮換地案供覧の案内は、４月下旬の発送予定としています。 

※２ 防災集団移転促進事業で移転される皆さまにつきましては、仮換地案供覧の時期

に移転場所をお示しする予定としています。  

平成２８年夏 ・・・仮換地を文書 

で通知します 

    

審 議 会 

「換地申出書」の提出（本申出） 

 

仮 換 地 案 供 覧 

仮 換 地 指 定 

換地計画の縦覧 

換 地 処 分 

・・・  
※ 

    

・・・換地の清算金の額などをお示しします 

・・・平成３０年度以降を予定しています 

換地設計（各換地の配置案の作成） 

 

仮換地の使用収益開始 

土地の登記・清算金の徴収交付 

・・・住宅を建てることが可能となります 

「換地（仮）申出書」の提出 

 

（平成２６年９月実施済み） 

平成２８年５月 

説明 

諮問 

答申 

審 議 会 

（平成２７年１０月実施済み） 
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（参考）換地意向確認の結果 

 

平成２７年１０月実施の換地意向の最終確認（本申出）結果は、以下のとおりとなりま

した。 

 

 
・上記の表は平成２７年１２月２８日時点。 

・地権者約５００名のうち、上記の申出をしていない人は、かさ上げ部に換地されます。 

 

  

  

平成２６年度 

意向確認 

平成２７年度 

換地意向の最終確認 

（本申出） 

高台部 ２３０ ２０２ 

 

高台２ 
５１ ４２ 

高台３ 

高台４ ２２ ２１ 

高台５ 

８３ ７３ 高台６ 

高台７ 

 防集再建 ７４ ６６ 

 

かさ上げ部 ２２ ２２ 

商業系エリア １７ １８ 

集約換地エリア ５ ４ 

   平地部 ５ ５ 

（単位：件） 
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【お問合せ先】 
 

陸前高田市 
都市整備局 市街地整備課 
〒０２９-２２９２ 陸前高田市高田町字鳴石４２-５  
TEL ０１９２-５４-２１１１（代表） 内線４５２、４５３、４５４ 
                   
 
独立行政法人都市再生機構（UR都市機構） 
岩手震災復興支援本部 陸前高田復興支援事務所 
〒０２９-２２０３ 陸前高田市竹駒町字相川２８-１ 
TEL ０１９２-５３-２６３０ 

 

 

 

（その他） 

・中心市街地における専用住宅の建

築については、ガイドラインや借地

の契約条件としてルールを検討予

定す。 

・地震時における安全性の確保のた

め、ブロック塀の高さ等の制限につ

いても今後検討します。 

・地区計画とは別に、良好な景観を

つくっていくためのまちなみの方

針等も検討を予定しています。 


